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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第60期

当第2四半期
連結累計期間

第60期
当第2四半期
連結会計期間

第59期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 14,604 6,996 39,760

経常利益又は
経常損失（△）

(百万円) △62 6 376

四半期(当期)純利益 (百万円) 32 18 525

純資産額 (百万円) ─ 5,189 5,157

総資産額 (百万円) ─ 23,268 25,689

１株当たり純資産額 (円) ─ 66.81 66.39

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 0.42 0.24 6.78

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ─ 22.3 20.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 627 ─ △1,018

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △0 ─ 96

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,360 ─ 941

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ─ 4,267 5,001

従業員数 (名) ─ 512 518

(注)１　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式がないため記載していない。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 512

(注)　従業員数は、当社グループから他社への出向者を除き、他社からの出向者を含む就業人員である。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 420

(注)　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社からの出向者を含む就業人員である。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　受注実績
　

事業の種類別セグメントの名称

当第2四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)
金額(百万円)

建設事業 5,435

合　　計 5,435

(2)　売上実績
　

事業の種類別セグメントの名称

当第2四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)
金額(百万円)

建設事業 6,996

合　　計 6,996

(注)　１　当社グループでは建設事業以外は受注生産を行っていない。

２　当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載していない。
３　売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合は次のとおりである。
　　　当第2四半期会計期間　　㈲サーパース若井　875百万円　12.5％
４　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

(3)　売上にかかる季節的変動について

建設事業においては、契約により工事の完成引渡しが第4四半期連結会計期間に集中しているため、第1

四半期連結会計期間から第3四半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第4四半期連結会計期間の

完成工事高が著しく多くなるといった季節的変動がある。
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なお、参考のため提出会社個別の事業の状況は次のとおりである。

　

(1)　受注工事高、完成工事高、繰越工事高
　

期別 区分
期首繰越
工事高
(百万円)

期中受注
工事高
(百万円)

計
(百万円)

期中完成
工事高
(百万円)

期末繰越

工事高

(百万円)

当第2四半期累計期間
自平成20年４月１日
至平成20年９月30日

土木工事 10,010 2,920 12,930 4,565 8,364

建築工事 15,794 7,888 23,682 9,011 14,671

計 25,804 10,809 36,613 13,577 23,036

前事業年度
自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

土木工事 6,310 13,045 19,356 9,346 10,010

建築工事 20,788 19,951 40,740 24,946 15,794

計 27,099 32,997 60,096 34,292 25,804

(注)　１　前事業年度以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注工事高にその増減

額を含む。したがって、期中完成工事高にもかかる増減額が含まれる。

２　期末繰越工事高は(期首繰越工事高＋期中受注工事高－期中完成工事高)である。

３　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　
(2)　受注工事高
　

期別 区分
官公庁
（百万円）

民間
（百万円）

計
（百万円）

当第2四半期会計期間
自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

土木工事 1,500 225 1,725

建築工事 563 2,414 2,978

計 2,064 2,639 4,704

(注)　１　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

２　受注工事高のうち主なものは、次のとおりである。

当第2四半期会計期間　請負金額1億円以上の主なもの

国立大学法人　群馬大学 群馬大学（荒牧）図書館・教育学部Ｅ・Ｆ棟改修工事

独立行政法人　都市再生機構 辻堂神台一丁目地区平成２０年度交通広場築造その他工事

群馬日産自動車㈱ GNブルーステージ伊勢崎店新築工事

関東地方整備局 Ｈ２０・２１圏央道桶川ＪＣＴ１号橋下部工事

医療法人石川会 （仮称）岩舟博愛クリニック新築工事
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(3)　完成工事高
　

期別 区分
官公庁
（百万円）

民間
（百万円）

計
（百万円）

当第2四半期会計期間
自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

土木工事 1,967 360 2,328

建築工事 1,967 2,142 4,109

計 3,935 2,502 6,438

(注) １　完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は次のとおりである。
　　　当第2四半期会計期間　　㈲サーパース若井　875百万円　13.6％
２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。
３　完成工事高のうち主なものは、次のとおりである。

当第2四半期会計期間　請負金額2億円以上の主なもの

東日本高速道路㈱ 京葉道路（改築）幕張ＰＡ休憩施設新築工事

中部地方整備局 平成１９年度富士山大沢川扇状地第６落差工工事

㈲サーパース若井 （仮称）かましん益子ショッピングタウン新築工事

㈱カインズ 旧カインズホーム伊勢崎店改修工事

首都高速道路㈱ （修費）パーキングエリア他施設改修工事１９－２－２

　

(4) 繰越工事高（平成20年９月30日現在）
　

区分
官公庁
（百万円）

民間
（百万円）

計
（百万円）

土木工事 7,575 789 8,364

建築工事 5,616 9,054 14,671

計 13,191 9,844 23,036

(注)　１　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

２　繰越工事高のうち主なものは、次のとおりである。

当第2四半期会計期間　請負金額10億円以上の主なもの

真岡市 真岡市立真岡小学校校舎改築建築工事 平成20年12月完成予定

支出負担行為担当官
千葉刑務所

千葉刑務所収容棟等新営（建築）工事 平成21年３月完成予定

佐野市
（仮称）みかもクリーンセンター
余熱利用施設整備運営事業

平成21年３月完成予定

多摩市 多摩第一小学校建替工事（その２） 平成21年３月完成予定

東京都下水道局 練馬区中村一丁目、豊玉中一丁目付近枝線工事 平成21年12月完成予定
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

（1）財政状態の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形・完成工事未収入金（37億2千4百万円）の減少や未

成工事支出金（26億3千8百万円）の増加等により、前連結会計年度末に比べ24億2千1百万円減少し232億

6千8百万円（前期比9.4％減）となりました。

負債総額は、支払手形・工事未払金（32億6千9百万円）、短期借入金（12億8千万円）の減少や未成工

事受入金（19億8千2百万円）の増加等により、前連結会計年度末に比べ24億5千3百万円減少し180億7千8

百万円（前期比11.9％減）となりました。

純資産は、四半期純利益3千2百万円を計上したこと等により、前連結会計年度末に比べ3千1百万円増加

し51億8千9百万円（前期比0.6％増）となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.2ポイント増加し22.3％となっております。

（2）経営成績の分析

当第2四半期連結会計期間の受注高は、引続く公共投資の減少や受注価格競争等により54億3千5百万円

となりました。

売上高は、69億9千6百万円となりました。

営業損益は、引続く受注価格競争や原材料価格の高騰等による利益低減要因はあるものの、大型工事の完

成や販売費及び一般管理費の費用低減努力の継続により1千2百万円の営業利益となりました。

四半期純損益は、貸倒引当金の戻入4百万円及び債務保証損失引当金の戻入8百万円等により、1千8百万

円の四半期純利益となりました。

（3）キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間における「現金及び現金同等物の四半期末残高」は、第1四半期連結会計期

間末に比べ5億1千9百万円減少し42億6千7百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況等につきましては次のとおりです。

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動の結果使用した資金は8億1千9百万円となりました。

収入の主な内訳は、売上債権等の減少2億5千8百万円及び未成工事受入金の増加16億9千7百万円であ

り、支出の主な内訳は、未成工事支出金の増加13億1千6百万円及び仕入債務の減少14億2千9百万円であり

ます。

[投資活動によるキャッシュ・フロー]

投資活動の結果得られた資金は0百万円となりました。

これは、主に定期預金の減少及び有形固定資産等の取得によるものであります。

[財務活動によるキャッシュ・フロー]

財務活動の結果得られた資金は2億9千9百万円となりました。

これは、短期の借入によるものであります。
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（4）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、サブプライムローン問題の長期化を背景とする株式市場の低迷、原油価

格の動向などから景気の先行き不透明感が高まるものと予測されます。

　建設業界におきましては、鋼材をはじめとする資機材費の高騰による工事採算の悪化に加え、民間設備

投資に慎重姿勢が広がり、公共投資の縮減傾向持続や激しい受注価格競争により、今後も厳しい受注環境

が続くものと予測されます。

当社グループは、こうした経済背景のなか経営資源を集中し、全社一丸となって「受注の確保と利益の

向上」に邁進してまいります。

（5）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及

び新たに生じた課題はありません。

なお、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、以下のと

おりであります。

（株式会社の支配に関する基本方針）

1.買収防衛に関する指針

(1)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価

値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値ひいては当社株主の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・

向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。

　当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基

づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同の利益に対する明白

な侵害をもたらすもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　当社が、日々競争が激化する建設業界の中で、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させてい

くためには、当社の企業価値の源泉の１つである、当社の顧客基盤である地域との関係をより密接なもの

とし、地域に根ざした総合建設業としての地位を確立させていくことが必要不可欠です。当社株式の大量

買付を行う者が、当社の財務及び事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉

を理解した上で、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益は毀損されることになります。

　当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び

事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ

相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考

えます。
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(2)本対応方針導入の目的

当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)（以下「本対応方針」といいます。）は、当社の

企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記(1)に記載した基本方針に沿っ

て導入されたものです。

　具体的には、当社株式に対する大量買付が行われる際に、当該大量買付に応じるべきか否かを当社株主

が判断し、又は当社取締役会が当社株主に代替案を提案したり、あるいは当社株主がかかる大量買付に応

じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保するとともに、当社株主のために大量買付者

と協議・交渉等を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大量

買付を抑止することを目的としています。

(3)本対応方針の概要

本対応方針は、当社株式に対する大量買付が行われる場合に、当社取締役会が大量買付者に対して要求

する大量買付に関する情報の提供や当社取締役会による評価・検討期間の確保等を内容とする「大量買

付ルール」を定め、大量買付者に対してルールの遵守を求めるとともに、大量買付者が大量買付ルールを

遵守しない場合及び遵守した場合につき一定の対応方針を定めるものです。

(4)大量買付ルールの概要

①対象となる大量買付行為

(i)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け、(ii)当社が

発行者である株券等について、公開買付けの後における株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の

株券等所有割合の合計が20％以上となる買付け、のいずれかに該当する当社株券等の買付けもしくはこ

れに類似する行為又はその提案（当社取締役会が別途認めたものを除くものとし、以下「大量買付行

為」といいます。）を適用対象とし、大量買付行為を行おうとする者には、大量買付ルールに定められる

手続に従っていただきます。

②大量買付者に対する情報提供の要求

大量買付者には、大量買付行為に先立ち、大量買付行為等の検討に必要な情報を当社に対して提供してい

ただきます。

③大量買付行為の内容の評価検討等

(a)当社取締役会による評価等及び独立委員会への諮問

当社取締役会は、大量買付者より提供された情報に基づき、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・

向上の観点から大量買付行為の内容等について評価等を行い、当社取締役会としての代替案を提示し、必

要に応じて大量買付者との間で大量買付行為に関する条件改善について協議、交渉等を行います。当社取

締役会は、当社取締役会による評価等と併せて、独立委員会に、当該大量買付行為に対して、差別的行使条

件を付した新株予約権の無償割当てなどの会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認

める適切な措置（以下「対抗措置」といいます。）を発動することの是非等について諮問します。

(b)独立委員会による評価等及び当社取締役会への勧告

当社から独立性の高い社外監査役等から構成される独立委員会は、当社の企業価値及び株主共同の利益

の確保・向上という観点から、大量買付行為の内容等について評価等を行い、当社取締役会に対して対抗

措置の発動の是非を含む勧告を行います。

(c)取締役会の決議／株主意思確認総会の開催

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して対抗措置の発動又は不発動の決議を行います。

但し、当社取締役会は、当社株主の意思を確認することが実務上可能であり、かつ、法令及び当社取締役の

善管注意義務等に照らし適切であると判断する場合、又は、独立委員会が対抗措置の発動に関して当社株

主の意思を確認するべき旨の留保を付した勧告をした場合には、株主総会を招集し、対抗措置の発動に関

する当社株主の意思を確認することができます。
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(5)本対応方針の合理性

当社は、以下の理由から本対応方針は合理性が高いものと考えます。

①買収防衛策に関する指針の要件を充足

本対応方針は、経済産業省及び法務省が発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための

買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足しています。

②株主意思の重視

第59回定時株主総会において、本対応方針を導入することにつき、当社株主の賛同を得られております。

また、大量買付行為に対する対抗措置の発動の是非についても、株主総会において当社株主の意思を確認

することがあります。

③独立委員会の設置・判断

本対応方針を適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の合

理性、公正性を担保するため、当社取締役から独立した機関として、独立委員会を設置しています。大量買

付行為に対する対抗措置の発動の是非を含む本対応方針にかかる重要な判断に際しては、原則として独

立委員会に諮問することとし、当社取締役会はその勧告を最大限尊重するものとされています。

④合理的な客観的要件の設定

本対応方針は、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役

会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。

⑤第三者専門家の意見の取得

当社取締役会及び独立委員会は、その判断にあたり、当社の費用で当社及び独立委員会から独立した第三

者の助言を受けることができるものとされ、当社取締役会及び独立委員会による判断の公正さ・客観性

がより強く担保される仕組みとなっています。

⑥本対応方針の廃止

本対応方針は、取締役会の決議により、いつでも廃止することができるとされています。

（6）研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費は軽微です。
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第３【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

第1四半期連結会計期間末において、重要な設備の新設、除却等の計画はない。また、当第２四半期連結

会計期間においても、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 250,000,000

計 250,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 77,606,16677,606,166
東京証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利内
容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式

計 77,606,16677,606,166― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　

該当事項なし。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項なし。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年９月30日 ─ 77,606 ─ 1,886 ─ 1,940
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社群馬銀行
（常任代理人　資産管理サービス
信託銀行株式会社）

前橋市元総社町194番地
（東京都中央区晴海一丁目８番12号）

3,185 4.10

佐田建設従業員持株会 前橋市元総社町一丁目１番地の７ 2,497 3.21

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,059 2.65

佐田建設伸佐会持株会 前橋市元総社町一丁目１番地の７ 1,367 1.76

株式会社ヤマト 前橋市古市町118番地 1,311 1.68

東京石灰工業株式会社 東京都中央区日本橋茅場町二丁目2番１号 1,300 1.67

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 1,256 1.61

株式会社ヤマダ電機 前橋市日吉町四丁目40番地の11 1,000 1.28

初谷建設株式会社 栃木県佐野市大橋町1003番地の２ 820 1.05

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町二丁目11番３号 783 1.00

計 ― 15,579 20.07

(注) １　上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりである。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社2,059千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社783千株

２　所有株式数は千株未満を切捨て表示している。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）
普通株式　　　31,000

―
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式　77,295,000 77,295 同上

単元未満株式 普通株式　 　280,166 ― 同上

発行済株式総数 77,606,166 ― ―

総株主の議決権 ― 77,295 ―

(注) １「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権3個）含ま

れている。

２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式927株が含まれている。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式
数の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
当　社

前橋市元総社町一丁目1番
地の7

31,000 ─ 31,000 0.04

計 ― 31,000 ─ 31,000 0.04

　

２　【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 73 70 75 66 54 44

最低(円) 53 61 64 50 32 37

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。　

３　【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はない。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」

（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載している。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年７月1

日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けている。

　

EDINET提出書類

佐田建設株式会社(E00121)

四半期報告書

15/29



１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,367 5,106

受取手形・完成工事未収入金 ※1
 8,693

※1
 12,417

未成工事支出金 4,391 1,752

材料貯蔵品 104 103

その他 401 938

貸倒引当金 △14 △23

流動資産合計 17,943 20,293

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,685 1,726

土地 2,847 2,847

その他（純額） 196 226

有形固定資産合計 ※2
 4,728

※2
 4,800

無形固定資産 47 45

投資その他の資産

投資有価証券 266 266

破産更生債権等 8,238 8,885

その他 76 77

貸倒引当金 △8,033 △8,680

投資その他の資産合計 548 549

固定資産合計 5,324 5,395

資産合計 23,268 25,689

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 6,960 10,229

短期借入金 1,460 2,740

未成工事受入金 5,018 3,036

完成工事補償引当金 4 3

賞与引当金 143 265

工事損失引当金 22 6

債務保証損失引当金 158 325

事業整理損失引当金 209 209

その他 834 518

流動負債合計 14,811 17,333
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

固定負債

長期借入金 480 560

繰延税金負債 48 48

再評価に係る繰延税金負債 588 588

退職給付引当金 2,148 1,998

その他 2 2

固定負債合計 3,267 3,198

負債合計 18,078 20,532

純資産の部

株主資本

資本金 1,886 1,886

資本剰余金 2,048 2,048

利益剰余金 434 402

自己株式 △3 △2

株主資本合計 4,365 4,333

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 △0

土地再評価差額金 817 817

評価・換算差額等合計 817 817

少数株主持分 6 6

純資産合計 5,189 5,157

負債純資産合計 23,268 25,689
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
　至 平成20年9月30日)

売上高 ※1
 14,604

売上原価 13,801

売上総利益 803

販売費及び一般管理費 ※2
 855

営業損失（△） △52

営業外収益

受取利息及び配当金 5

還付加算金 10

その他 6

営業外収益合計 22

営業外費用

支払利息 20

支払手数料 7

その他 4

営業外費用合計 32

経常損失（△） △62

特別利益

貸倒引当金戻入額 19

債務保証損失引当金戻入額 82

特別利益合計 101

特別損失

固定資産除却損 0

投資有価証券評価損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 38

法人税、住民税及び事業税 6

法人税等合計 6

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 32
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 ※1
 6,996

売上原価 6,583

売上総利益 413

販売費及び一般管理費 ※2
 400

営業利益 12

営業外収益

受取利息及び配当金 4

その他 3

営業外収益合計 7

営業外費用

支払利息 9

その他 4

営業外費用合計 13

経常利益 6

特別利益

貸倒引当金戻入額 4

債務保証損失引当金戻入額 8

特別利益合計 13

特別損失

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 19

法人税、住民税及び事業税 1

法人税等合計 1

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 18
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
　至 平成20年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 38

減価償却費 77

貸倒引当金の増減額（△は減少） △656

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △122

工事損失引当金の増減額（△は減少） 16

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △166

退職給付引当金の増減額（△は減少） 149

破産更生債権等の増減額（△は増加） 647

受取利息及び受取配当金 △5

支払利息 20

売上債権の増減額（△は増加） 3,724

未成工事支出金の増減額（△は増加） △2,638

たな卸資産の増減額（△は増加） △1

仕入債務の増減額（△は減少） △3,402

未成工事受入金の増減額（△は減少） 1,982

その他の資産・負債の増減額 993

小計 656

利息及び配当金の受取額 5

利息の支払額 △20

法人税等の支払額 △13

営業活動によるキャッシュ・フロー 627

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 5

有形固定資産の取得による支出 △2

その他の支出 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △0

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,280

長期借入金の返済による支出 △80

自己株式の取得による支出 △0

少数株主への配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △733

現金及び現金同等物の期首残高 5,001

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 4,267
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

①棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９
号）を当第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下
による簿価切下げの方法）に変更している。
なお、これによる損益に与える影響はない。
　
②過年度工事原価に係る会計処理の変更
過年度工事原価については、従来、前期損益修正損益として特別損益に両建てして処理していたが、
工事管理システムの更新に伴い、工事原価が詳細に管理できる体制が整ったことから、営業活動の結果
をより適切に表示するため、第1四半期連結会計期間より売上原価に含めて処理する方法に変更した。
　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第2四半期連結累計期間の売上原価が2百万円減少し、売
上総利益は同額増加し、営業損失及び経常損失はそれぞれ同額減少しているが、税金等調整前四半期純
利益に与える影響はない。

　

　

【簡便な会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第2四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな
いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定している。

②法人税等の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっている。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項なし。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１　※2有形固定資産の減価償却累計額　2,968百万円１　※2有形固定資産の減価償却累計額　2,904百万円

２　偶発債務

下記の会社等の銀行借入金について保証している。

医療法人北関東循環器病院
、市川秀一

183百万円

計 183百万円

２　偶発債務

下記の会社等の銀行借入金について保証している。

市川秀一 187百万円

計 187百万円

３　※1手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 1百万円

３　※1手形割引高及び裏書譲渡高

受取手形割引高 128百万円

受取手形裏書譲渡高 25百万円

　

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

１　※1売上高

当社グループの売上高は、通常の営業形態として、契約

により工事の完成引渡しが第4四半期連結会計期間に

集中しているため、第１四半期連結会計期間から第3四

半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第4四半

期連結会計期間の完成工事高が著しく多くなるといっ

た季節的変動がある。

２　※2販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給与手当 354百万円

退職給付費用 62　〃

減価償却費 51　〃

　

第２四半期連結会計期間

　
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

１　※1売上高

当社グループの売上高は、通常の営業形態として、契約

により工事の完成引渡しが第4四半期連結会計期間に

集中しているため、第１四半期連結会計期間から第3四

半期連結会計期間における完成工事高に比べ、第4四半

期連結会計期間の完成工事高が著しく多くなるといっ

た季節的変動がある。

２　※2販売費及び一般管理費の主なもの

従業員給与手当 161百万円

退職給付費用 30　〃

減価償却費 25　〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

１　※1現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 4,367百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △100　〃

現金及び現金同等物 4,267百万円

 

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 77,606,166

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 31,927

　

(リース取引関係)

該当事項なし。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がない。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はない。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項なし。

　

(企業結合等関係)

該当事項なし。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

当社及び連結子会社の事業は、建設事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であり、開示対象となる

セグメントはないため、記載していない。

　

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

在外支店及び在外連結子会社がないため、記載していない。

　

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期

間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

海外売上高がないため、記載していない。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第2四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

66.81円 66.39円

(注)　１株当たり純資産の算定上の基礎

　

項目
当第2四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 5,189 5,157

普通株式に係る純資産額(百万円) 5,183 5,150

差額の主な内訳(百万円)

　少数株主持分 6 6

普通株式の発行済株式数(千株) 77,606 77,606

普通株式の自己株式数(千株) 31 23

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

77,579 77,582

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

　
当第2四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 0.42円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─円

(注)　１.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載していない。

２.１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第2四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 32

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 32

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 77,579
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第２四半期連結会計期間

　
当第2四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 0.24円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─円

(注)　１.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載していない。

２.１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第2四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 18

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 18

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 77,576

　

　

(重要な後発事象)

該当事項なし。
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２【その他】

該当事項なし。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年11月６日

佐田建設株式会社

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　福　　原　　正　　三　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　桂　　川　　修　　一　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている佐田

建設株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平

成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９

月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、佐田建設株式会社及び連結子会社の平成20年

９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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